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     安 広 組 第 １ ４ 号 

令和８年４月２２日 

 

事後審査型制限付一般競争入札の実施について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項並びに地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により、事後審査型制限付一般競争入札の実施

について必要な事項を次のとおり公告する。 

 

                       安房郡市広域市町村圏事務組合 

理 事 長  森  正 一 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名  鴨川消防署訓練塔補修工事設計業務委託 

（２）業務場所  鴨川市横渚１３９３番地 鴨川消防署敷地内訓練塔 

（３）業務概要  別添仕様書のとおり 

（４）業務期間  契約締結翌日から令和８年８月３１日まで 
 

２ 入札参加資格 

  入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていなければならない。 

（１）令和８年度において、本組合を構成する館山市、鴨川市、南房総市及び鋸南町（以

下「構成市町」という。）のうちの１団体以上の入札参加資格を有する登録を受け

た者で、本組合の構成市町に本社・本店又は営業所等（代表者から入札参加資格の

委任行為を受けている者）のある者。 

（２）本件公告の日から当該入札の日までの間において、国及び地方公共団体等から指名

停止の措置を受けていないこと。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか、次のいずれにも該当しない者であ

ること。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

イ 当該入札日前６カ月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

ウ 会社更生法の更生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの更

生手続開始決定がなされていない者 

エ 民事再生法の再生手続開始の申立をした者で、同法に基づく裁判所からの再生

計画認可決定がなされていない者 

（４）建築士法第２３条の規定による一級建築士事務所の登録を受けていること。 

（５）過去１０年間において、国（公社・公団を含む。）及び地方公共団体が発注した業

務委託契約を元請として受託し、完了した実績を有していること。 

（６）当該業務の仕様書等に従い業務が遂行できる者であること。 

（７）構成市町、千葉県及び国に税の滞納がないこと。 

 

３ 入札参加申請 
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   本入札に参加を希望する者は、事後審査型制限付一般競争入札参加申請書（以下「参

加申請書」という。）を提出すること。なお、様式については、安房郡市広域市町村圏

事務組合ホームページ（以下「組合ＨＰ」という。）からダウンロードして使用するも

のとする。 

組合ＨＰアドレス（http://www.awakouiki.jp） 

 （１）提出期限 令和８年５月１日（金）正午まで（土・日曜日、祝祭日を除く） 

 （２）提出方法 参加申請書に必要事項を記入し、押印後のものを持参若しくはフ

ァクシミリにて提出すること。なお、ファクシミリにて提出した

者は、入札当日に原本を提出すること。 

 （３）提出先  館山市北条６８６番地１ 

安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部 総務課 

         電話 0470（22）2902  ＦＡＸ 0470（22）6562 
 
４ 入札日時及び場所 

（１）入札日時 令和８年５月１５日（金）午前１０時１５分 

（２）入札場所 館山市北条６８６番地１ 

安房郡市消防本部・館山消防署合同庁舎 ２階 指揮本部室 
 

５ 仕様書等の入手及び入手期間 

   当該業務に係る仕様書等は、組合ＨＰに掲載する。（http://www.awakouiki.jp） 

（１）入手方法 ダウンロードして入手するものとする。 

（２）入手期間 公告日から令和８年５月１５日（金）正午まで 
 
６ 仕様書等に対する質問 

   仕様書等の内容に疑義があるときは、ファクシミリにて提出すること（様式は

任意）。なお、質問がない場合の連絡は必要としない。 

 （１）提出期限 令和８年５月１日（金）正午まで 

 （２）提出先  館山市北条６８６番地１ 

安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部 総務課 

         電話 0470（22）2902  ＦＡＸ 0470（22）6562 

 （３）回答   令和８年５月８日（金）午後５時までにファクシミリにて行 

う。 
 
７ 図面等閲覧期間及び場所 

   資料の閲覧を希望するものは、必ず事前に安房郡市広域市町村圏事務組合消防

本部総務課（電話 0470-22-2902）へ申し込むこと。 

 （１）閲覧期間 公告日から令和８年５月１５日（金）まで（土・日・祝祭日を除

く） 

（２）閲覧時間 午前９時から午後５時まで 

（３）閲覧場所 安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部総務課 

 

８ 現場説明会  実施しない。 
 
９ 参加申請書・入札書・委任状・誓約書等の様式について 

   組合ＨＰに掲載するので、ダウンロードして使用するものとする。 

（http://www.awakouiki.jp） 
 
10 入札に関する注意事項 

（１）入札方法 入札書は、本人又は代理人の持参とする。 

代理人の場合は、必ず委任状を持参すること。 

予定価格に達した価格の入札がないときは、その場で直ちに再度
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入札を行うものとする。再度入札の結果、落札候補者がいない場

合は、最低価格入札者と協議するか又は再度公告による入札を行

うことがある。 

（２）入札金額  落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

（３）契約書作成の要否  要 

（４）入札保証金     免除 

（５）最低制限価格    設定しない 

（６）契約保証金     要（契約金額の１００分の１０以上） 

（ただし、安房郡市広域市町村圏事務組合財務規則第１

３８条第３項の規定に該当する場合は、免除する場合

がある。） 

（７）無効入札      入札に参加する資格のない者の行った入札及び入札に 

関する条件に違反した入札は無効とする。 

（８）前払い及び部分払い 無 

（９）その他 

   ア 入札参加者が無い場合を除き、入札は執行するものとする。 

   イ 公正なる入札を行うことの誓約書を提出すること。 

   ウ 代理人をもって入札させる場合は委任状を提出すること。 

   エ 参加申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

   オ 提出された参加申請書等は返還しないが、提出者に無断で使用しない。 

   カ 入札等に記載する宛名については、次のとおりとすること。 

     「安房郡市広域市町村圏事務組合 理事長 森正一」 

   キ その他入札に関しては別添入札約款による。 

11 最低価格入札者の決定 

   予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした者を最低価

格入札者（以下「落札候補者」という。）とする。 
 

12 同価格の入札者が２人以上ある場合の落札候補者の決定 

   最低価格入札者が２人以上のときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。 
 

13 入札参加資格確認について 

落札候補者は、開札日の翌開庁日までに、入札参加資格を満たしていることを証する

書類を持参し、提出すること。 

なお、入札参加資格の確認は、落札候補者から順に行い、当該資格を満たすことが確

認できた場合は、落札者として決定する。（落札候補者については、入札終了後に入札

参加資格の審査を行うため、関係する書類の提出を求める。資格審査の結果、落札候補

者に入札参加資格における不備が生じた場合は、予定価格内の範囲内で、入札価格の低

い順から資格審査を行い、資格を満たす入札者を落札者とする。） 

（１）申請様式等は、組合ＨＰに掲載するので、ダウンロードして使用するものと 
   する。（http://www.awakouiki.jp） 

（２）提出期限 令和８年５月１８日(月) 午後５時まで 
（３）提出書類 ア 事後審査型制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式１) 
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イ 構成市町の入札参加適格者名簿（以下「名簿」と言う。）に
登載されていることがわかる書類の写し。ただし、ちば電子
調達システムにおいて、構成市町の名簿に登載されているこ
とがわかる場合は不要とする。 

ウ 受託業務実績調書（様式２） 
エ 契約書、資格証等の「２ 入札参加資格」を満たすことがわか  

る書類の写し 
（４）提出場所 館山市北条６８６番地１ 

安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部 総務課 
電話 0470（22）2902 

（５）提出方法 持参のみ 
（６）提出部数 １部 

 
14 入札参加資格の審査結果の通知 
   入札参加資格確認の結果は、令和８年５月２５日（月）までに落札候補者に対

し、ファクシミリにて通知する。 
 
15 その他 

（１）前各項に定めるもののほか、本組合財務規則を適用する。 

（２）問い合わせ先は次のとおりとする。 

＜契約手続き関連＞ 

安房郡市広域市町村圏事務組合庶務係 

電話 0470-22-5633（直通） 

所在 〒294-0036 千葉県館山市館山１５６４番地の１ 

＜仕様書関連＞ 

     安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部総務課 

電話 0470-22-2902（直通） 

所在 〒294-0045 千葉県館山市北条６８６番地１ 

 


